
新型コロナウイル感染症の感染予防のため、市内全小・中学校において、３月から休校措置を継続して

きました。その間、各ご家庭においては、児童の規則正しい生活の維持や家庭学習にご協力をいただいて

きたところです。 

 こうした中、政府の緊急事態宣言の延長決定、また、東京都からの要請を受け、多摩市教育委員会では

先ほど、休校措置を５月末日まで延長することとしました。 

 これを受け、本校の休校措置も 5 月 31日（日）までとします。 

 

現時点（５月７日）で決定していること・今後の見通しについてお知らせします。 

 

１ 休校措置について 

 5 月 31 日（日）までの延長となりました。現時点では、6 月 1 日（月）を学校再開の予定とします。 

 

２ 休校期間中の登校日の設定 

 本校を含め、市内各小・中学校では、臨時休校期間中（5 月 11 日～31 日）に、登校日を設け、児童・

生徒の健康状態や家庭学習の状況確認、課題の提示を週 1回・90分程度を目安として実施します。その

際に、学級内を「密」な状態にしないよう、曜日・登校時間帯を分散化したり、一つの学級を小集団に分

割したりします。 

 本校では、明日 8 日金曜日に、「曜日・登校時間帯や分割、持ち物」等について職員の打ち合わせをし

ます。明日 5 月 8 日金曜日 17 時頃を目途に、保護者の皆様には「各学年・学級の登校日が、どの曜日・

時間帯になるか、持ち物」等の詳細をメール配信及びホームページにてお伝えする予定です。本校では５

月１３日水曜日以降、登校日を設定する予定です。 

 

３ 休校期間中の「自宅で過ごす児童及び保護者」との電話連絡の実施 

 一人一人の児童と可能な限り登校日に家庭での学習の状況や健康状況を把握するようにします。登校

日に登校できなかった児童に対しては、電話連絡を学級担任等から自宅にして、状況の把握や連絡をい

たします。この詳細についても、「２ 休校期間中の登校日の設定」に示したように、明日 5 月 8 日 17

時頃のメール配信及びホームページでお知らせする予定です。 

 

引き続き、保護者の皆様には、お力添えをいただきますよう、お願いいたします。 

 

多摩市立貝取小学校 

 副校長  高橋 篤 

 電話 ０４２－３７６－０２３４ 

 


